
１ 市販薬と医療用医薬品について

○ 市販薬： 患者が薬局で購入し、自らの判断で使用する医薬品

○ 医療用医薬品： 医師が患者の治療のために処方する医薬品（注）

注 たとえ市販薬と同一の成分を含むものでも、より重症の患者に高用量で使用されるなどの

点で市販薬と異なる。イブプロフェンを含む医薬品の場合、以下のとおり。

市販薬： 「頭痛、生理痛」等を効能とし、使用量は１日450mgまで。

医療用医薬品： 「慢性関節リウマチ、手術後の消炎・鎮痛」等の効能を有し、使用量は

１日600mg。

２ 医療保険における取扱

○ 他の医療用医薬品と同様、医師が患者の治療のために処方する医薬品で

あり、保険給付の対象とされている。

３．行政刷新会議「事業仕分け」時の指摘

○ 保険給付の対象外とすべき。ただし、具体的に対象外とする範囲につい

ては、今後議論が必要

市販薬と類似した医療用医薬品について
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